
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。  

   令和４年１月 20日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 40号  

風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する

規則  

風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則（昭和 45年６月規則第

49号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

 (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

 （条例第５条に規定する規則で定め

る者）  

 （条例第５条に規定する規則で定め

る者）  

第６条  条例第５条に規定する規則で

定める者は、次の各号に掲げる者と

する。  

(1) ［略］  

(2) 国立研究開発法人森林研究・整

備機構  

(3) 独立行政法人労働者健康安全機

構  

第６条  条例第５条に規定する規則で

定める者は、次の各号に掲げる者と

する。  

(1) ［略］  

(2) 国立研究開発法人森林総合研究

所  

(3) 独立行政法人労働者健康福祉機

構  



(4)～ (8) ［略］  

(9) 独立行政法人国立病院機構  

(10)～ (12) ［略］  

(13) 国立大学法人法（平成 15年法

律 第 112号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

する国立大学法人  

(14) 地方独立行政法人法（平成 15

年 法 律 第 118号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に

規定する地方独立行政法人（資本

金又はこれに相当する資産が全額

都道府県又は指定都市（地方自治

法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 252

条 の 19 第 １ 項 の 指 定 都 市 を い

う。）の出資に係るものであるも

のに限る。）  

（条例第６条第１項各号に規定する

規則で定める行為）  

第８条  条例第６条第１項各号に規定

する規則で定める行為は、次の各号

に掲げる行為とする。  

(1)～ (17) ［略］  

(18) 津波防災地域づくりに関する

法 律 （ 平 成 23年 法 律 第 123号 ） に

よる津波防護施設に関する工事の

施行又は津波防護施設の管理に係

る行為  

(19)～ (39) ［略］  

(4)～ (8) ［略］  

 

(9)～ (11) ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（条例第６条第１項各号に規定する

規則で定める行為）  

第８条  条例第６条第１項各号に規定

する規則で定める行為は、次の各号

に掲げる行為とする。  

(1)～ (17) ［略］  

 

 

 

 

 

(18)～ (38) ［略］  

   

 



様式第１号中  

「  

 

                                 

                       

                       」   

 

「  

 

                       

  

                       」  

「  

 

 

 

 

 

                            」  

「  

 

 

 

 

                               」  

改める。  

  

申請者   住所  

     氏名又は名称         ○印  

（電話       ）  

を  

に、  

申請者   住所  

     氏名又は名称          

（電話       ）  

 

備 考  １  こ の 申 請 書 は 、 本 人 又 は そ の 代 理 人 が 記 入 す る も の で す 。  

２  こ の 申 請 書 に は 、 関 係 図 書 を 添 付 し て く だ さ い 。  

３  該 当 の 符 号 又 は 事 項 に ○ 印 を つ け 、 そ の 他 に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 事 項 を 具 体 的

に 記 載 し て く だ さ い 。  

４  行 為 地 の 現 況 に つ い て は 、 傾 斜 地 又 は 平 坦
た ん

地 の 別 、 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 木

竹 の 有 無 並 び に 樹 林 地 、 伐 採 跡 地 等 で あ れ ば そ の 旨 も 記 載 し て く だ さ い 。  

５  「 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 必 要 な 許 認 可 等 」 と は 、 宅 地 造 成 等 規 制 法 、 都 市 計 画 法

そ の 他 の 法 令 に よ る 許 可 、 認 可 等 を い い 、 こ れ ら が 必 要 な 場 合 は 、 そ の 全 て に つ い

て 記 載 し て く だ さ い 。  

６  代 理 人 を も つ て 申 請 す る 場 合 は 、 委 任 状 を 添 付 し て く だ さ い 。  

７  ※ の 欄 に は 、 記 載 し な い で く だ さ い 。  

 

備 考  

 １  こ の 申 請 書 は 、 本 人 又 は そ の 代 理 人 が 記 入 す る も の で す 。  

２  個 人 が 申 請 を す る 場 合 に お い て 、 当 該 本 人 が 自 書 す る と き は 、 押 印 は 不 要 で す 。  

３  こ の 申 請 書 に は 、 関 係 図 書 を 添 付 し て く だ さ い 。  

４  該 当 の 符 号 又 は 事 項 に ○ 印 を つ け 、 そ の 他 に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 事 項 を 具 体 的

に 記 載 し て く だ さ い 。  

５  行 為 地 の 現 況 に つ い て は 、 傾 斜 地 又 は 平 坦
た ん

地 の 別 、 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 木

竹 の 有 無 並 び に 樹 林 地 、 伐 採 跡 地 等 で あ れ ば そ の 旨 も 記 載 し て く だ さ い 。  

６  「 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 必 要 な 許 認 可 等 」 と は 、 宅 地 造 成 等 規 制 法 、 都 市 計 画 法

そ の 他 の 法 令 に よ る 許 可 、 認 可 等 を い い 、 こ れ ら が 必 要 な 場 合 は 、 そ の 全 て に つ い

て 記 載 し て く だ さ い 。  

７  代 理 人 を も つ て 申 請 す る 場 合 は 、 委 任 状 を 添 付 し て く だ さ い 。  

８  ※ の 欄 に は 、 記 載 し な い で く だ さ い 。  

 

を  

に  



様式第３号中  

「  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              」  

                                

  

を  

 

 

行 為 の種 別  行  為  の  概  要  

 

１ 地 上 に 設

ける工 作 物  

(ｱ )  新   築  

(ｲ )  改   築  

(ｳ )  増   築  

(ｴ )  移   転  

工 作 物 の種 類  
 

敷 地 面 積 平方ﾒｰﾄﾙ 

用     途  
 

構     造      造  

 申  請  部  分  申請以外の部分 合   計  

規 
 

模 

水 平 投影 面積  平方ﾒｰﾄﾙ  平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 

地 盤 面 か ら の 最 高

の 高 さ  ﾒｰﾄﾙ  ﾒｰﾄﾙ   

そ  の  他  
   

外部の仕上げの材料及び

色 彩  

 

 

２ 地 下 に 設

ける工 作 物  

(ｱ )  新   築  

(ｲ )  改   築  

(ｳ )  増   築  

(ｴ )  移   転  

工 作 物 の種 類  
 

用     途  
 

構     造             造  

規 
模 

 

水 平 投影 面積  平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 

そ   の   他  
   

 



「  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」  

改める。  

様式第７号中「（縦）  50センチメートル以上×（横） 80センチメートル以上」

を「 50センチメートル以上×80センチメートル以上」に改める。  

 

 

 

 

 

行 為 の種 別  行  為  の  概  要  

 

１ 地 上 に 設

ける工 作 物  

(ｱ )  新   築  

(ｲ )  改   築  

(ｳ )  増   築  

(ｴ )  移   転  

工 作 物 の種 類  
 

敷 地 面 積 平方ﾒｰﾄﾙ 

用     途  
 

構     造      造  

 申  請  部  分  申請以外の部分 合   計  

規 
 

模 

水 平 投影 面積  平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 

地 盤 面 か ら の 最 高

の 高 さ  
ﾒｰﾄﾙ ﾒｰﾄﾙ  

そ  の  他     

外 部 の 仕 上 げ の  

材 料 及 び 色 彩  

 

 

２ 地 下 に 設

ける工 作 物  

(ｱ )  新   築  

(ｲ )  改   築  

(ｳ )  増   築  

(ｴ )  移   転  

工 作 物 の種 類  
 

用     途  
 

構     造           造  

規

模 

水 平 投影 面積  平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 

そ   の   他     

 

３ 仮 設 の 工

作 物  

(ｱ )  新   築  

(ｲ )  改   築  

(ｳ )  増   築  

(ｴ )  移   転  

工 作 物 の種 類  
 

用     途  
 

構     造         造  

規 

模 

水 平 投影 面積  平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 平方ﾒｰﾄﾙ 

地 盤 面 か ら の 最 高

の 高 さ  
ﾒｰﾄﾙ ﾒｰﾄﾙ  

そ   の   他     

設 置 期 間   年  月  日 から    年  月  日 まで  

工 作 物 を 除 却 し た 場

合 の 跡 地 の 処 理 方 法  

 

 

に  



様式第８号中  

「  

 

                        を  

                       

 」  

「  

                                 

                        に、  

                       

                       」  

「                        

                              

 

 

                               」  

「  

 

                               」  

改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出人  住所  

氏名又は名称        ○印  

（電話      ）  

届出人   住所  

氏名又は名称           

（電話      ）  

 

備 考  

1  こ の 届 出 書 は 、 本 人 又 は そ の 代 理 人 が 記 入 す る も の で す 。  

2  個 人 が 届 出 を す る 場 合 に お い て 、 当 該 本 人 が 自 署 す る と き は 、 押 印 は 不 要 で す 。  

3  完 了 ・ 中 止 ・ 廃 止 の う ち 不 要 の も の を 線 で 抹 消 し て く だ さ い 。  

4  行 為 の 完 了 の 届 出 の 場 合 は 、 完 了 後 の 状 況 が わ か る 写 真 を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

備 考  1 こ の 届 出 書 は 、 本 人 又 は そ の 代 理 人 が 記 入 す る も の で す 。  

2  完 了 ・ 中 止 ・ 廃 止 の う ち 不 要 の も の を 線 で 抹 消 し て く だ さ い 。  

3  行 為 の 完 了 の 届 出 の 場 合 は 、 完 了 後 の 状 況 が わ か る 写 真 を 添 付 し て く だ さ い 。  

を  

に  



様式第９号中  

「  

                       

                        を  

  

                        」  

「  

                                 

                        に、  

                       

                        」  

「  

 

                                 」  

「  

                      」  

改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出人   住所  

氏名又は名称        ○印  

（電話      ）  

届出人   住所  

氏名又は名称            

（電話       ）  

 

備 考  

 1 こ の 届 出 書 は 、 本 人 又 は そ の 代 理 人 が 記 入 す る も の で す 。  

 2 個 人 が 届 出 を す る 場 合 に お い て 、 当 該 本 人 が 自 署 す る と き は 、 押 印 は 不 要 で す 。  

 備考  この届出書は、本人又はその代理人が記入するものです。  

を  

に  



様式第 10号中  

「  

                                 

                           

                         

                        」  

「  

 

                           

                         

                        」  

改める。  

 様式第 11号中  

「  

 

                        を  

                       

                       」  

「  

 

                        に  

                       

                       」  

改める。  

 附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

 （規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正）  

２  神戸市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則（令和３年３月規則

申出者   住所  

氏名又は名称          ○印  

（電話         ）  

住所  

氏名又は名称           ○印  

（電話        ）  

住所  

氏名又は名称            

（電話        ）  

申出者   住所  

氏名又は名称           

（電話         ）  

に  

を  



第 53号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

 規則名  条項又は様

式番号  

  規則名  条項又は様

式番号  

 

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

都市計画法第 5 3条第

１項及び第 65条第１

項に規定する建築行

為等の許可申請取扱

規則（昭和 44年７月

規則第 31号）  

［略］  都市計画法第 53条第

１項及び第 65条第１

項に規定する建築行

為等の許可申請取扱

規則（昭和 44年７月

規則第 31号）  

［略］  

［略］  ［略］  

  

  風致地区内における

建築等の規制に関す

る条例施行規則（昭

和 45年６月規則第 49

号）  

様式第１号  

様式第８号  

様式第９号  

様式第 10号  

様式第 11号  

 ［略］  ［略］    ［略］  ［略］   

  

 


